
事 務 連 絡 

   令和４年３月２８日 

 

都内 介護サービス事業所・施設 御中 

 

                     東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長 

                                     大竹 智洋 

                                                           

 

「介護職員処遇改善支援補助金」の計画書の提出について(御依頼) 

 

 日頃から、東京都の高齢者福祉施策にご理解とご協力をいただき有難うございます。 

 都は、介護職員の処遇改善を図るため、国の新たな経済対策に基づき「介護職員処遇改善支援補助金」

を令和４年２月から 9月までを対象期間として交付します。 

当該補助事業を申請される介護事業者様につきましては、原則として令和４年２月末日までに「介護

職員処遇改善支援補助金に係る賃金改善開始の報告」（以下「報告書」という。）を既に提出いただいて

いるところです。 

当該補助金の申請では、報告書の提出に加え、令和 4 年 4月 15 日(金曜日)までに「介護職員処遇改

善支援補助金計画書(以下「計画書」という。)」を都知事に提出する必要があります。 

計画書の提出については、以下のホームページに入力フォームへのリンクを掲載しますので、必要事

項をご記入の上、提出いただきますようお願いします。 

 

【東京都・ホームページ掲載場所】 

〇東京都福祉保健局＞ 高齢者＞ 介護保険＞ 東京都介護サービス情報   

＞介護職員処遇改善支援補助金 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shogukaizen_shien_hojokin

.html         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

① 

② 

③ 

クリックしてください 

クリックしてください 

クリックしてください 

入力のための手引 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shogukaizen_shien_hojokin.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shogukaizen_shien_hojokin.html


 

※ 注意事項 ※ 

１ 計画書の提出期限は、令和 4年 4月 15日(金曜日)です。 

  この期限を過ぎて御提出の場合は、補助金を交付できませんので御注意ください。 

２ ５月以降に新規に指定を受けられる介護サービス事業所・施設で、当該補助金の申請を希望す

る場合は、新規開設時点で補助金の交付要件を満たす必要があります。新規指定手続きの際に別

途御案内します。 

 

 

〇 介護職員処遇改善支援補助金の申請手続き(計画書提出含む)に関するお問い合わせ 

https://80ca9d38.form.kintoneapp.com/public/951038da34e4b0ac2afed6da3e05bfc7705fcdfc097

4cfd35bc67ee3c517845e  

(質問フォームよりお問い合わせください。)   

 

※ 計画書の提出に関するお問い合わせはお早目にお願いします。（提出期限間近での質問フォー

ムでのお問い合わせには、対応できない可能性があります。） 

 

 

 東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 

処遇改善加算・補助金 審査班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電話 03-5320-4274 

https://80ca9d38.form.kintoneapp.com/public/951038da34e4b0ac2afed6da3e05bfc7705fcdfc0974cfd35bc67ee3c517845e
https://80ca9d38.form.kintoneapp.com/public/951038da34e4b0ac2afed6da3e05bfc7705fcdfc0974cfd35bc67ee3c517845e

